
25 財界さっぽろ  https://www.zaikaisapporo.co.jp

「
法
改
正
へ
の
対
応
は
、
タ
イ

ミ
ン
グ
が
重
要
」
と
話
す
の
は
、

約
４
０
０
社
と
顧
問
契
約
を
結

ぶ
「
北
海
道
賃
金
労
務
研
究
所
」

の
石
田
和
彦
代
表
。

　

年
間
２
０
０
０
件
も
の
労
務

相
談
が
寄
せ
ら
れ
る
中
、「
同

一
労
働
同
一
賃
金
」
へ
の
対
応

依
頼
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、

２
０
２
１
年
４
月
に
施
行
と
な

る
中
小
企
業
の
対
応
は
、
正
規

と
非
正
規
の
役
割
を
明
確
に
区

分
す
る
ま
で
に
と
ど
め
て
い
た
。

最
高
裁
判
所
の
判
決
が
控
え
て

い
た
か
ら
だ
。　

　

10
月
13
日
に
最
高
裁
で
判
決

が
出
た
大
阪
医
科
薬
科
大
学
事

件
な
ど
で
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
に

賞
与
と
退
職
金
を
支
給
し
な
い

こ
と
が
不
合
理
で
は
な
い
と
さ

れ
、
続
く
15
日
の
各
日
本
郵
便

濫
す
る
中
、
対
策
を
進
め
て
き

た
中
小
企
業
も
多
い
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
こ
れ
で
素
晴
ら
し
い
こ

と
で
す
が
、
リ
ス
ク
が
高
い
部

分
は
早
め
に
手
を
打
ち
、
グ
レ

ー
な
部
分
は
情
報
が
入
る
ま
で

落
ち
着
い
て
待
つ
こ
と
も
必
要
。

企
業
経
営
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

は
〝
案
配
〟
で
す
。
そ
こ
を
ア

ド
バ
イ
ス
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ

れ
の
役
割
」
と
石
田
代
表
。

　

一
連
の
最
高
裁
の
判
決
で
、

判
断
材
料
が
そ
ろ
い
つ
つ
あ
る

と
石
田
代
表
は
見
て
い
る
。

「
職
務
内
容
な
ど
に
明
確
な
違

い
が
あ
れ
ば
、
基
本
給
や
賞
与
、

退
職
金
は
会
社
裁
量
が
あ
る
程

度
認
め
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、
各

種
手
当
や
休
暇
な
ど
は
別
。
こ

れ
か
ら
が
本
番
で
す
」
と
呼
び

か
け
る
。
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石田 和彦

事
件
で
は
、
契
約

社
員
へ
の
各
種
手

当
・
休
暇
に
関
す

る
待
遇
差
は
不
合

理
と
さ
れ
た
。

「
昨
年
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
が
氾

労
務
管
理


